
 

 

 

 

 

ご自宅や会社に届く郵便物に付いている、使用済み切手をご提供ください。 

集めた切手は、立川市社会福祉協議会(総合福祉センター:立川市富士見町 2-36-47)へ 

お持ちいただくか、郵送にてお送りください。 

また、市内学習館(柴崎学習館・砂川学習館・西砂学習館・高松学習館・錦学習館・ 

幸学習館)にも回収箱があります。 

 

＜いただいた使用済み切手が貴重な資金に変わるまで＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

③切手の整理 

集まった使用済み切手は、ボランティアグループや市民活動団体により所定の形 

(切手の周囲１cm 程にカット)に整理していただきます。 

 

 

 

④社会福祉協議会から業者に依頼し、換金します。 

 

 

 

⑤地域福祉事業等への有効活用 

例） 

孤立防止のため、情報共有や学び合いのため、市民活動の広がりのため、 

困ったときの相談窓口 など 

 

    

 

 

②社会福祉協議会へ寄付する ①使用済み切手を集める 

社会福祉法人 立川市社会福祉協議会 ボランティア・市民活動センターたちかわ 

〒190-0013  立川市富士見町 2-36-47  

Tel：042-529-8323 /Fax：042-529-8714/E-mail：shimin@tachikawa-shakyo.jp 

  

 


